
令 和 ７ 年 度 （ 202 5 年 度 ） 八 王 子 市  

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、雨 水 の 流 出 を 抑 制 し 、並 び に 地 下 水 の 涵 養 を 促 し 、

健 全 な 水 循 環 の 再 生 を 図 る た め 、八 王 子 市 内 で 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る

も の に 対 し 、 そ の 設 置 に 要 す る 費 用 の 一 部 に つ い て 、 市 が 予 算 の 範 囲 内

で 交 付 す る 補 助 金 に つ き 、 補 助 金 等 の 交 付 の 手 続 等 に 関 す る 規 則 （ 昭 和

3 5 年 八 王 子 市 規 則 第 1 9 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る

も の と す る 。  

  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 雨 水 浸 透 施 設 と は 、八 王 子 市 内 の 住 宅 等 の 既

存 建 物 の 屋 根 に 降 っ た 雨 水 を 地 下 に 浸 透 さ せ る 構 造 を も っ た 雨 水 浸 透

ま す 及 び 雨 水 浸 透 管 （ 雨 水 浸 透 ト レ ン チ ） で 、 別 に 定 め る 八 王 子 市 雨 水

浸 透 施 設 設 置 基 準 に 適 合 す る も の を い う 。  

 

（ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 対 象 者 は 、 市 内 に 建 物 、 若 し く は そ の 敷 地 を 所 有 し て

い る 者 、 又 は 所 有 す る 者 の 同 意 を 得 た 者 と す る 。 た だ し 、 次 に 掲 げ る も

の は 除 く も の と す る 。  

（ １ ）  八 王 子 市 宅 地 開 発 指 導 要 綱（ 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）第 ３ 条

に 規 定 す る 事 業 に 伴 い 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る も の  

（ ２ ）  八 王 子 市 集 合 住 宅 等 建 築 指 導 要 綱 （ 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 決 裁 ）

第 ３ 条 に 規 定 す る 事 業 に 伴 い 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る も の  

（ ３ ）  都 市 計 画 法 第 4 3 条 等 の 規 定 に よ り 、 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す

る も の  

（ ４ ）  国 、 地 方 公 共 団 体 及 び そ の 他 こ れ ら に 準 ず る 団 体  

（ ５ ）  こ の 要 綱 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 雨 水 浸 透 施

設 を 設 置 す る 建 物 に 、 既 に こ の 要 綱 に よ り 市 の 補 助 金 を 受 け

て 雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 し た こ と の あ る も の  

（ ６ ）  本 市 に お い て 市 税 を 滞 納 し て い る 者  

（ ７ ）  雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る 敷 地 の 建 物 が 、仮 設 住 宅 で あ る も の  

（ ８ ）  雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る 敷 地 又 は 建 物 が 、不 動 産 業 者 、建 築

業 者 等 に よ り 売 買 を 目 的 と し て 所 有 又 は 使 用 さ れ て い る も の  

（ ９ ）  屋 根 面 積 が 2 0 ㎡ 未 満 の 建 物 で あ る も の  

 

(対 象 区 域 )  

第 ４ 条  対 象 区 域 は 市 内 全 域 と す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 域 を

除 く 。  

（ １ ）  急 傾 斜 地 崩 壊 危 険 区 域 及 び 地 す べ り 防 止 区 域  

（ ２ ）  前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、雨 水 浸 透 施 設 を 設 置 す る こ と に よ

り 安 全 性 等 が 損 な わ れ る お そ れ の あ る 区 域  

 

(施 工 者 )  

第 ５ 条  雨 水 浸 透 施 設 の 設 置 工 事 は 、 八 王 子 市 下 水 道 条 例 （ 昭 和 4 1 年

八 王 子 市 下 水 道 条 例 第 ９ 号 ） 第 1 0 条 に 規 定 す る 八 王 子 市 排 水 設 備 工 事

指 定 工 事 店 が 施 工 す る も の と す る 。  



 

２  施 工 に あ た っ て は 、 標 準 工 事 費 単 価 を 踏 ま え た も の と す る 。  

 

(補 助 金 額 )  

第 ６ 条  補 助 金 の 額 は 、別 に 定 め る 標 準 工 事 費 単 価 に 設 置 数 量 を 乗 じ て

得 た 額 の 1 0 分 の ９ に 相 当 す る 額 、 又 は 、 当 該 工 事 に 要 し た 額 （ 消 費 税

を 含 む 。） の 1 0 分 の ９ に 相 当 す る 額 の う ち い ず れ か 少 な い 額 と す る （ 円

位 未 満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る ）。  

 

２  補 助 金 の 限 度 額 は 、 3 8 0 , 0 0 0 円 と す る 。  

 

(交 付 申 請 )  

第 ７ 条  補 助 の 交 付 を 受 け よ う と す る も の は 、雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金  

交 付 申 請 書 (第 １ 号 様 式 )に よ り 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 す

る も の と す る 。  

（ １ ）  内 訳 を 含 む 設 置 工 事 の 見 積 書  

（ ２ ）  雨 水 浸 透 施 設 配 置 図  

（ ３ ）  雨 水 浸 透 施 設 構 造 図  

（ ４ ）  浸 透 施 設 の 貯 留 浸 透 能 力 を 示 す 書 類  

 

２  前 項 の 申 請 は 、 設 置 工 事 の 着 手 前 に 行 う も の と す る 。  

 

(交 付 決 定 )  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係

る 書 類 の 内 容 を 審 査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金

交 付 決 定 通 知 書 (第 ２ 号 様 式 )に よ り 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 に あ た り 、 必 要 が あ る と 認 め る

と き は 条 件 を 付 す こ と が で き る 。  

 

３  市 長 は 前 項 の 審 査 の 結 果 、 補 助 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認 め た と き は 、

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 (第 ３ 号 様 式 )に よ り 申 請 者

に 通 知 す る 。  

 

(変 更 申 請 等 )  

第 ９ 条  交 付 の 決 定 を 受 け た も の は 、 申 請 内 容 に 変 更 が 生 じ た と き は 、

必 要 な 書 類 を 添 え て 雨 水 浸 透 施 設 設 置 工 事 変 更 申 請 書 (第 ４ 号 様 式 )に

よ り 市 長 に 変 更 申 請 を し な け れ ば な ら な い 。  

 

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は 、 そ の 内 容 を 審

査 し 、 適 当 と 認 め た と き は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 変 更 交 付 決 定 通 知

書 （ 第 ５ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る 。  

 

３  市 長 は 前 項 の 審 査 の 結 果 、 補 助 金 の 交 付 を 不 適 当 と 認 め た と き は 、

雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 変 更 不 交 付 決 定 通 知 書 (第 ６ 号 様 式 )に よ り 申

請 者 に 通 知 す る 。  

 

４  交 付 の 決 定 を 受 け た も の が 、第 ７ 条 に 規 定 す る 申 請 を 取 下 げ る と き



は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 申 請 取 下 届 （ 第 ７ 号 様 式 ） を 市 長 に 届 け 出 な け れ

ば な ら な い 。  

 

(設 置 完 了 報 告 )  

第 1 0 条  交 付 の 決 定 を 受 け た も の は 、 雨 水 浸 透 施 設 の 設 置 工 事 の 完 了

後 、 速 や か に 雨 水 浸 透 施 設 設 置 完 了 報 告 書 (第 ８ 号 様 式 )に 、 次 に 掲 げ る

書 類 を 添 え て 、 令 和 ８ 年 （ 2 0 2 6 年 ） ３ 月 3 1 日 ま で に 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ １ ）  工 事 の 内 訳 が 分 か る 工 事 費 領 収 書 、 又 は そ れ に 準 ず る も の  

（ ２ ）  工 事 写 真  

（ ３ ）  竣 工 図 （ 平 面 図 と 構 造 図 ）  

 

(補 助 金 額 の 確 定 )  

第 1 1 条  市 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 完 了 報 告 書 を 受 け た と き は 、 そ の 内

容 を 審 査 す る と と も に 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 を 行 い 、そ の 報 告 書 の 内 容

が 補 助 金 の 交 付 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た 条 件 に 適 合 す る と 認 め た 場 合

は 、 補 助 金 額 を 確 定 し 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助 金 額 確 定 通 知 書 （ 第 ９ 号

様 式 ） に よ り 、 交 付 の 決 定 を 受 け た も の に 通 知 す る 。  

 

（ 補 助 金 の 請 求 及 び 交 付 ）  

第 1 2 条  前 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 者 は 、 雨 水 浸 透 施 設 設 置 補 助

金 交 付 請 求 書 (第 1 0 号 様 式 )に よ り 、 速 や か に 補 助 金 の 交 付 を 請 求 し な

け れ ば な ら な い 。  

 

２  市 長 は 、 前 項 に 規 定 す る 請 求 が あ っ た と き は 、 内 容 を 審 査 し 、 補 助

金 を 交 付 す る 。  

 

(交 付 決 定 の 取 消 )  

第 1 3 条  市 長 は 、 申 請 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 補

助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ １ ）  偽 り 、 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た と き 。 

（ ２ ）  こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 、又 は 市 長 の 付 し た 条 件 に 従

わ な か っ た と き 。  

 

(補 助 金 の 返 還 )   

第 1 4 条  市 長 は 前 条 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し た 場

合 に お い て 、 既 に 補 助 金 が 交 付 さ れ て い る と き は 、 期 限 を 定 め て 返 還 を

命 じ る こ と が で き る 。  

 

(維 持 管 理 )  

第 1 5 条  こ の 要 綱 に よ り 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 は 、 定 期 的 な 点 検 ・

清 掃 等 を 行 う 等 、雨 水 浸 透 施 設 機 能 の 維 持 の た め 適 切 な 維 持 管 理 に 努 め

な け れ ば な ら な い 。  

 

（ 維 持 管 理 協 定 ）  

第 1 6  条  こ の 要 綱 に よ り 第 1 1 条 に 規 定 す る 通 知 を 受 け た 者 は 、前 条 の

規 定 に よ り 、 雨 水 浸 透 施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る 協 定 書 （ 第 1 1 号 様 式 ）

を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  



 

 

（ 委 任 ）  

第 1 7 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 市 長 が 別 に 定 め

る 。  

 

 附  則  

こ の 要 綱 は ､令 和 ７ 年 （ 2 0 2 5 年 ） ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 


